
 

 

保険・年金加入について 

 

社会保険の「強制適用事業所」とは 

社会保険の強制適用事業所は、事業主や従業員の意思にかかわらず、健康保険や厚生年金

保険などの社会保険への加入が義務付けられており、加入の手続きを取らないと法律で罰

せられます。 

適用対象の事業所 

• 事業主を含む従業員 1 人以上の会社、国や地方公共団体などの法人 

• 常時使用の従業員が 5 人以上（５人を含む）いる、一部の業種を除く個人事業所 

 

上記のように、法人は個人事業所もそのほとんどが強制適用事業所となりますが、常時使

用の従業員の数や業種によっては、その対象外となる場合もあります。 

たとえば、常時使用の従業員が 5 人未満の個人事業所や、5 人以上の個人事業所でも理美容

業、飲食業などのサービス業、農林漁業などの場合は強制適用事業所とはなりません。 

ただ、それらの事業所は一定の要件を満たし、申請をすることで社会保険が適用されるよう

になります。そのような形で事業所が任意で社会保険に加入する「任意適用事業所」につい

ては次項で説明します。 

 

社会保険の「任意適用事業所」とは 

強制適用事業所の対象外となる事業所でも、従業員の半数以上が社会保険（健康保険・厚生

年金保険）の適用事業所になることに同意したうえで事業主が申請し、厚生労働大臣の認可

を受けると「任意適用事業所」になります。 

適用対象の事業所 

• 常時従業員が 5 人未満の個人事業所 

• 常時従業員が 5 人以上のサービス業・農林漁業など一部の個人事業所 

任意適用事業所は、強制適用事業所と同じく社会保険適用となります。そこで働く従業員に

も強制的に健康保険や厚生年金などの社会保険が適用されます。 

ここまでは、従業員を使用する側の事業所と社会保険との関連について説明しました。次項

では、事業所に使用される側の従業員の社会保険加入について説明していきます。 

 

社会保険の「強制加入対象者」とは 

会社、商店等の法人および個人事業所など、社会保険（健康保険・厚生年金）の適用事業所

に常時使用される（※）70 歳未満の人は、報酬額、国籍、性別、年金受給の有無にかかわ

らず、法律に基づき強制的に健康保険や厚生年金保険に加入することとなります。 

（但し、原則として 70 歳以上の方は健康保険のみの加入となります） 



 

 

そのような従業員の総称を「社会保険の強制加入対象者」または「被保険者」と呼びます。 

※「常時使用される」とは、雇用契約書の有無にかかわらず適用事業所で常時働き、給与や

賃金などの報酬を支給されている従業員を指します。試用期間中でも報酬が支払われてい

る場合もここに含まれます。 

具体的には、次のような人が強制加入の対象者（被保険者）となります。 

• 法人の代表者 

• 役員 

• 正社員 

• 試用期間中の従業員 

• パート・アルバイト 

• 外国人従業員 

なお、パートやアルバイトについては、労働時間や労働日数が所定の割合以上である場合、

または次項で記載する要件を全て満たす場合などに、社会保険の被保険者となります。 

パートやアルバイトの加入条件について 

パートやアルバイトも、適用事業所に常時使用されている雇用形態の場合は社会保険の強

制加入の対象となります。つまり、パートやアルバイトでも社会保険に加入させなければい

けないということです。 

パート・アルバイトが社会保険の適用範囲となるケース 

1. 1 週間の所定労働時間および 1 か月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務を行っ

ている正社員など一般社員の 4 分の 3 以上 

2. 1 の要件を満たしていなくても、次の「短時間労働者の要件」全てに該当する 

• 週の所定労働時間が 20 時間以上 

• 勤務期間 1 年以上またはその見込みがある 

• 月額賃金が 8.8 万円以上 

• 学生以外 

• 従業員 501 人以上の企業に勤務している 

上記の社会保険強制加入の適用条件は、平成 28 年 10 月より社会保険の適用が拡大された

ことに基づき、新たに設定されたものです。次の項ではその適用拡大のポイントについて、

従来の適用条件と比較しながら説明します。 

 


